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東海道新幹線の乗務員が事前に指定した年休に対する時季変更権の行使

事実の概要

　Ｘらは東海道新幹線の乗務員としてＹに勤務し
ている。乗務員には 1ヶ月単位の変形労働時間制
が採られていた。また、乗務員は交番にしたがっ
た勤務（交番）とその都度乗務する行路が指定さ
れる勤務（予備）とを月ごとに繰り返すとされる。
乗務員が年休を取得するには、前月の 20 日まで
に届け出る必要があり、交番担当月なら前月 25
日に勤務予定日および年休日が確定する。他方で、
予備担当月には勤務日の 5日前にならないとそ
れらの日が確定しなかった。
　なお、Ｙでは年休の取得順位を無作為抽出で決
定し、年休取得が可能な乗務員の数の上限に達し
た時点で、それ以下の年休順位の者に対して時季
変更権を行使し勤務指定をしていた（年休順位制
度）。この時季変更権の行使により年休を取得で
きなかった日が発生したことから、Ｘらは、債務
不履行に基づく損害賠償請求を行った。
　地裁の判断は以下のとおりである。年休の時季
指定をした労働者は、時季指定どおりの日に年休
を取得することを見越して当該日の利用の仕方に
ついて予定や計画をするのが通常であり、労働者
のそうした合理的期待には一定の法的保護を要
する。したがって、「使用者は労働者に対し、時
季変更権を行使するに当たり、労働契約に付随す
る義務（債務）として、事業の正常な運営を妨げ
る事由の存否を判断するのに必要な合理的期間内
に、かつ、遅くとも労働者が時季指定した日の相
当期間前までにこれを行使するなど労働者の円滑

な年休取得を著しく妨げることのないように配慮
すべき義務（債務）を負」う。本件では、年休の
時季指定から時季変更権の行使までに相当期間を
要し、年休取得の有無が未確定のままとされてお
り、こうした対応は年休申し込み後の臨時列車等
の運行可能性という経営上の必要性に基づくもの
であり、労働者の円滑な年休取得を著しく妨げな
いようにするという労働者の利益への配慮を欠
き、労働契約上の義務を怠っている。
　さらに、当該運輸所は恒常的な要員不足のまま
時季変更権を行使しており、これはＸへの債務不
履行にあたる。以上により、ＹはＸに対し慰謝料
の支払い義務を負う。
　この判決を不服としてＹが控訴した。

判決の要旨

　１　Ｙによる時季変更権の行使が不当に遅延し
てなされたものとして債務不履行を構成するかに
つき、「使用者が、事業の正常な運営を妨げる事
由の存否を判断するのに必要な合理的期間を超え
て、不当に遅延して行った時季変更権の行使につ
いては、労働者の円滑な年休取得を合理的な理由
なく妨げるものとして信義則違反又は権利濫用に
より無効になる余地がある」。その上で、Ｙの社
会的使命として、需要に応じた東海道新幹線の列
車の運行を確保することが強く期待されていたこ
と、列車の需要には変動があり、事前にその需要
を予測するのは困難なこと、乗務員の業務内容は
専門性が高く養成に時間を要し、柔軟・迅速な人
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員の補充は容易ではなかったこと、さらに、年休
使用日が勤務指定表で公休または特休に指定され
たことも相当程度あったこと等を考慮すると、「本
件期間において、一審被告が勤務日の 5日前に
時季変更権を行使したことについては、事業の正
常な運営を妨げる事由の存否を判断するのに必要
な合理的期間を超えてされたものということはで
きない」と判断した。

　２　時季変更権の行使がＸらに対する配慮義務
に違反したものとして債務不履行を構成するかに
ついては、「使用者が通常の配慮をしたとしても
代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客
観的に可能な状況になかったと判断しうる場合に
は、使用者において代替勤務者を確保するための
配慮をしたとみうる何らかの具体的行為をしな
かったとしても、そのことにより、使用者がした
時季変更権の行使が違法となることはないものと
解するのが相当」とする地裁判決を引用した。そ
の上で、「使用者が通常の配慮をすれば代替勤務
者を確保して勤務割を変更することが客観的に可
能な状況にあるにもかかわらず、使用者が通常の
配慮をせずに時季変更権を行使すれば、時季変更
権の行使は違法、無効とな」るとする。
　この点につき、「指定どおり年休を付与すると、
年休行使日に予定されていた列車を運行すること
ができなくなり、東海道新幹線の正常な運行が不
可能となったこと」などにより、勤務割変更が客
観的に可能な状況にはなかったとされた。

　３　さらに、Ｙの時季変更権の行使が恒常的な
要員不足に陥った状態のままされたものとして債
務不履行を構成するかについては、次のように判
断する。「使用者が恒常的な要員不足状態に陥っ
ており、常時、代替要員の確保が困難な状況にあ
る場合には、たとえ労働者が年休を取得すること
により事業の運営に支障が生じるとしても、それ
は労基法 39 条 5 項ただし書にいう『事業の正常
な運営を妨げる場合』に当たらず、そのような使
用者による時季変更権の行使は許されないものと
解するのが相当である。」

　４　年休の取得実績が平成 27 年度で平均 20
日、平成 28 年度で平均 15 日を超え、原告らの

半数も 20 日以上の年休を取得していること、Ｙ
会社は代替要員確保措置などの対応をしていたこ
とからすると、恒常的な要因不足の状態に陥って
いたとはいえない。その他のＸらの主張も認めら
れず、Ｘらの請求は棄却された。

判例の解説

　一　本判決の特徴
　これまでも年休の時季変更権の行使が適法かを
めぐり争われた裁判例は多数存在する。そのほと
んどは勤務日が迫ってから労働者が年休を請求し
たものであった。それに対し、本判決の事案は、
勤務割作成に先立ち、定められた期間内に時季指
定を行ったにもかかわらず年休が取得できなかっ
たという特徴を持つ１）。地裁では、時季変更権の
行使にあたり、労働者の円滑な年休取得を著しく
妨げないよう配慮すべき義務を使用者が負うと
し、合理的期間内に時季変更権を行使しなかった
ことが義務違反になるとした。このような義務づ
けは従来の裁判例にはみられない上、要員不足の
まま時季変更権を行使したことが債務不履行にも
あたるとされたことから、高裁でも同様の判断が
維持されるか、注目を集めていた。本判決は、こ
のような「事前調整型」２）の年休付与をする際に
使用者が配慮すべきことは何かを考える一助とな
ろう。
　また、本判決の労働者が東海道新幹線の乗務員
であることも事案を特徴づける。交通の大動脈で
ある東海道新幹線のスムーズな運行と引き換え
に、年休取得に際して労働者はどの程度まで制約
を甘受せざるを得ないのかが問われる。

　二　不当に遅延して行われた時季変更権の
　　　行使が債務不履行にあたるか
　合理的期間を超えて不当に遅延して行われた時
季変更権の行使が権利濫用により無効になる余地
があるとするのは、高裁も地裁と共通している（高
裁は信義則も追加した）。地裁では、これをもとに
使用者の配慮義務を導き、労働契約上の付随義務
と位置づけたのに対し、高裁では配慮義務への言
及なしに、時季変更権の行使が債務不履行にあた
るかが検討されている。いずれも、債務不履行の
成否を問うのは同じであるが、その成否の判断に
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あたり何を重視するかは異なる。地裁は、年休が
取れるかどうか未確定な状態が相当期間生じてお
り、それがもっぱら経営上の必要性から生じてい
たことを重くみて、時季変更権の行使が合理的期
間を超えていたとした。それに対して高裁は、東
海道新幹線の運行の性格や内容、東海道新幹線の
乗務員の性質、時季変更権行使の必要性、一審原
告らの被る不利益等を考慮する。その上で、Ｙに
は需要に応じた東海道新幹線の運行の確保が社会
的使命として強く期待されていたとして、その需
要に応えつつ年休を早期に確定させることは難し
く、他方で年休使用日が公休や特休に指定される
こともあったなど、労働者の不利益は小さかった
ため、時季変更権の行使は合理的期間を超えてい
ないと判断した。
　こうした判断の差には、配慮義務を使用者に課
すかどうかが影響している。つまり、地裁は労働
者の円滑な年休取得を妨げないよう配慮する義務
を使用者が負うとしたが、その結果として、経営
上の必要性が認められる場合でもなお労働者が年
休を取得する利益を軽んじることなく、時季変更
権の行使が実際に合理的期間を超えたといえるか
を判断した３）。高裁は、地裁と同様に、合理的期
間内を超えた時季変更権の行使は債務不履行にあ
たるとしつつも、配慮義務については一切言及し
なかった。そして、東海道新幹線の運行を確保す
るにあたり年休の早期確定が難しく、それに引き
換え、Ｘらへの不利益は小さかったことから、勤
務日の 5日前に時季変更権を行使しても合理的
期間を超えていないと解した。Ｘらの不利益性を
評価する際に考慮されたのは、連続休暇（といっ
ても 1年度あたり 4日間にとどまる）の取得や、年
休使用日が公休や特休に指定された日が一部あっ
たこと、5日前に勤務指定表で時季変更権の行使
の有無が確定する運用はＹの設立以来続き、乗務
員もこの運用を認識していたことである。しかし、
他の休暇の取得状況は、年休の時季変更権の行使
が合理的期間内に行われたかを考える上で本来、
関係しないはずである。ましてや、5日前に時季
変更権の行使の有無がわかるという運用が設立当
初から続き、乗務員もこれを認識していたことは、
時季変更権が行使された期間の合理性を推認させ
る材料にはなり得ない。
　この点、高裁は東海道新幹線の意義および経営

上の必要性を強調するあまり、労働者の不利益を
過小に見積もっている。日本の交通網を支える労
働者であっても、いや、だからこそ、年休で心身
をリフレッシュし、よりよいコンディションで仕
事に臨むのが不可欠となる。にもかかわらず、年
休が取れるかどうか直前までわからなければ、年
休が取れた場合にその日をどう過ごすか事前に計
画を立てることもできず、休息は不十分なものに
なろう。したがって、地裁判決と同様、一定の期
間内に時季変更権を行使し、労働者がきちんと年
休を取得できるように配慮する義務を使用者が負
うとされるべきであり、その義務違反の判断では、
時季変更権の行使が遅れたことで年休の円滑な取
得にどの程度影響があったかが重要となる。

　三　時季指定に対する使用者の配慮の程度
　　　および人員不足の有無
　つぎに、時季指定に対してどの程度配慮が必要
かについては、地裁と高裁は同様の判断をする。
すなわち、使用者としての「通常の配慮」をすれ
ば勤務割の変更が客観的に可能であるにもかかわ
らずその配慮をしなかった結果、代替勤務者が配
置されなかったことは労基法39条 5項但書の「事
業の正常な運営を妨げる場合」にあたらないが、
「通常の配慮」をしても勤務割変更が客観的に不
可能なら、代替勤務者の確保をしなくても時季変
更権の行使は違法にはならないとした。本件では
Ｘらの指定どおり年休を付与すると東海道新幹線
の正常な運行が不可能となるため、通常の配慮を
すれば代替勤務者を確保して勤務割を変更するこ
とが客観的に可能な状態ではなく、債務不履行に
はあたらないと結論づけた。
　上記の判断枠組みは、弘前電報電話局事件４）

および日本電信電話事件５）の最高裁判決が提示
した。これらの判決はいずれも、勤務割の確定後
に、勤務日につき年休の時季が指定された場合に、
勤務割を変更して時季変更権を行使できるかが争
われた。それに対して本事案では、勤務割の発表
前に時季指定が行われており、勤務割の変更は生
じていない。また、勤務割の変更後、それも勤務
日が近づいてから時季指定がされた上記最高裁判
決とは異なり、本事案では使用者に事前の調整を
図る時間が与えられている。そうすると、上記最
高裁判決の枠組みを本事案にそのまま用いるのは
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適切ではなく、「事前調整型」の年休付与に際し
ては使用者にさらなる配慮が求められよう。毛塚
教授はこのタイプの年休につき、時季指定を尊重
し付与時季を適切に調整のうえ可能な限り労働者
の希望する時季に年休を付与すべき義務（適正調
整義務）を使用者に課すべきと主張される６）。決
められた期限までにあらかじめ年休を指定したの
だから、指定した時季に年休がもらえるはずだと
労働者は当然、期待するであろう。この期待を保
護するため、毛塚教授の主張のように、使用者は
時季指定を最大限、尊重し調整を図る義務がある
と考える。
　また、これらの最高裁判決の規範を本事案に用
いるとしても、年休順位制度（抽選）で比較的上
位になった労働者に対しても時季変更権を行使し
なければ東海道新幹線の正常な運行が不可能で
あったのだから、「通常の配慮」の有無を問う以
前に、要員が足りていなかったのではないかとい
う疑問が生じる。時季変更権の行使が恒常的な要
員不足に陥ったままされたかは争点の一つであ
り、地裁と高裁とで判断が分かれた。地裁では、
恒常的な要員不足の状態にあり、常時、代替要員
の確保が困難であれば、時季変更権の行使を控え
る義務を労働契約の付随義務として位置づけた。
その上で、乗務員の各年度の年休取得実績などを
検討の上、基準人員を下回っている期間に列車本
数の調整をするといった適切な方策が取られてい
ないとして、恒常的な要員不足に陥ったまま時季
変更権を行使したことが債務不履行にあたると解
した。これに対し、高裁では、恒常的な要員不足
に陥り常時、代替要員の確保が困難な場合は時季
変更権の行使が許されないとしつつも、乗務員の
年休の取得実績が年平均 15 日余りにとどまった
ことすら、要員不足の状態が恒常化していたこと
を裏付けるものとはいえないとし、恒常的な要員
不足にはなかったと結論づける。
　しかし、この高裁の判断はあまりにも無理があ
る。抽選で落とされるのを見越して頻回に申請し
ても、多くの労働者が希望どおりの日に年休を取
得できず、取得日数が労基法で保障された水準を
下回っている状態でも要員不足とはいえないのな
ら、要員不足にあたる場合などほぼ存在しない。
そもそも、年休の時季変更権の行使の有無を抽選
で機械的に決め、年休が取れるまで抽選にチャレ

ンジさせ続けるということ自体、まともな職場の
あり方とは思えない７）。このような年休の運用に
お墨付きを与えた本判決は、労働者の年休権を軽
んじており、極めて問題である。
　なお、同様に東海道新幹線の乗務員の年休指定
に対する時季変更権の行使が問題となった大阪高
裁判決８）でも、本判決と同様に、「通常の配慮」
がなされていたこと、要員不足が生じていなかっ
たことを理由に、労働者側のあらゆる主張が退け
られている。いずれの判決にも共通するのは、東
海道新幹線の円滑な運行の必要性を過度に重視
し、その実現のためなら乗務員の年休権が制約さ
れてもやむを得ないという姿勢である。過密ダイ
ヤにもかかわらず限りなくゼロに近い、東海道新
幹線の遅延率９）は、ヨーロッパ諸国の長距離電
車と比べると驚異的ではあるが 10）、乗務員の年
休権を犠牲にして達成されているのであれば手放
しで賞賛する訳にはいかない。本来は乗客側もあ
る程度の不便を甘受すべきなのだろう 11）。

●――注
１）毛塚勝利「事前調整型年休制度における使用者の時季
変更権行使の適法性のあり方」労旬 2051 号（2024 年）
7頁。

２）毛塚・前掲注１）7頁以下。
３）武井寛「勤務割制度下の年休取得と労働契約上の配
慮義務」新・判例解説Watch　文献番号 z18817009-00-
101262418（Web 版 2024 年 2 月 9日掲載）。

４）最二小判昭 62・7・10 判時 1249 号 33 頁。
５）最三小判平元 7・4（LEX/DB27804525）。
６）毛塚・前掲注１）18 頁。
７）竹信三恵子「『取得率』の陰で縮む『休む権利』」労旬
2054 号（2024 年）30 頁によると、子どもの学校行事の
ために年休を何度指定しても認められず、卒業まで一度
も参加できない乗務員がＹ社にはいたとされる。

８）大阪高判令 6・5・16（LEX/DB25620059）。
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